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薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」６２６
ろくにろく

ヤング街頭キャンペーンについて 
薬 務 課 

１ 要旨・目的 

広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会では、「ダメ。ゼッタイ。｣普及運動期間

（毎年６月20日～７月19日）中に、中・高校生等によるヤングボランティアを中心とした啓発

活動「６２６ヤング街頭キャンペーン」を県内９会場において実施する。 

 

 

 

 

２ 現状・背景 

覚醒剤、大麻等の薬物乱用は、国内外において深刻な問題となっている。 

日本国内では、令和７年の大麻事犯の検挙人員が警察庁の統計値だけで過去最多の6,832人

となり、このうち７割以上が依然として30歳未満の若年層が占めており、若年者大麻乱用期

の渦中にある状況である。また、覚醒剤事犯の検挙人員は令和６年より増加し、再犯者率も

同水準であるなど、憂慮すべき状況である。 

広島県においても、令和７年の大麻事犯の検挙者数は過去最多を記録し、若年層の大麻事犯

での摘発が増加しており、特に若者への教育・啓発が喫緊の課題となっている。 

 

３ 概要 

(1)  実施主体 

広島県「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実行委員会 

（広島県及び広島県薬物乱用防止指導員協議会(会員数361名)により構成） 
  

(2)  実施期間、場所、実施内容 

地区 日 時 実施場所 実施内容 

広島市 
６月28日(日) 

14:00～16:00 
広島駅南口地下広場 

高校生、ﾔﾝｸﾞ指導員(大学生)、薬物乱用防止指導員

等による啓発･募金活動 

呉 
６月28日(日) 

10:00～12:00 

大和ミュージアム、ゆめタ

ウン呉周辺、レクレ周辺 

ヤングボランティア、指導員及び各団体参加者等に

よる啓発・募金活動 

東広島 
６月28日(日) 

10:30～12:00 
フジグラン東広島 

東広島市ゆーすふるアカデミー(中学生･高校生)、

県立河内高校有志等による啓発・募金活動 

尾 三 
６月28日(日) 

10:00～12:00 
フジグラン三原 

ヤングボランティア（中学生等）、薬物乱用防止指

導員等による啓発・募金活動 

安 芸 
７月５日(日) 

10:30～12:00 
フジグラン安芸 

高校生、薬物乱用防止指導員等による啓発・募金活

動 

備 北 
７月５日(日) 

11:00～12:30 
サングリーン 

中学生、高校生、薬物乱用防止指導員等による啓

発･募金活動 

広 島 
７月11日(土) 

11:00～12:30 
ゆめタウン廿日市 

高校生、大学生、薬物乱用防止指導員等による啓

発・募金活動 

芸 北 
７月11日(土) 

10:30～12:00 

加計ショッピングセンター

サンシャイン 

高校生、薬物乱用防止指導員等による啓発・募金活

動 

福 山 
７月11日(土) 

10:30～12:00 

ポートプラザ日化内ポート

モール 

中学生、薬物乱用防止指導員等による啓発・募金活

動 
※ 募金：開発途上国等で薬物乱用防止活動に従事している民間団体（ＮＧО）の活動（薬物

乱用防止教育、代替作物プロジェクト、指導者の養成等）支援に国連を通じて使用される。 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、国内における薬物乱用防止活動として、官民一体となり、国民一

人ひとりの薬物乱用問題に関する認識を高めるとともに、国連総会決議に基づく「6.26 国際麻薬乱用

撲滅デー」の周知を図ることにより、国内外における薬物乱用防止に資することを目的としている。 
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４ その他（参考資料） 

(1) 薬物乱用による検挙者数の年次別推移（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 大麻事犯の検挙状況 

区分 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ7 

広島 
検挙人員 57 87 66 88 93 136 

 30歳未満 31 54 42 64 68 100 

全国 
検挙人員 5,260 5,783 5,546 6,703 6,342 6,832 

 30歳未満 3,511 3,934 3,840 4,887 4,600 5,006 

※Ｒ７の全国の数値は、警察庁確定値。 

 

(3) 広島県薬物乱用防止指導員（県内９地区：361人） 

広島県薬物乱用防止指導員設置要綱に基づき、薬物乱用防止活動に熱意と理解のある方を、

広島県薬物乱用対策推進本部長が委嘱する。 
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麻薬及び向精神薬 あへん 大麻 覚醒剤

指導員制度開始（Ｓ62） 
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県内、全国 

過去最多！！ 


